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市
の
大
部
分
を
占
め
る

市
の
大
部
分
を
占
め
る

「
Ｃ
区
域
」の
ル
ー
ル
案

「
集
約
の
核
」
に
よ
る

「
集
約
の
核
」
に
よ
る

秩
序
あ
る
土
地
利
用

秩
序
あ
る
土
地
利
用

「
営
農
環
境
・
田
園
集
落
保
全
区

域
（
Ｃ
区
域
）」
は
原
則
、
新
た
な

開
発
は
で
き
な
い
と
し
て
い
ま
す
が
、

用
途
ご
と
に
一
定
の
条
件
を
満
た
す

場
合
に
限
り
、
開
発
を
可
能
と
す
る

ル
ー
ル
を
定
め
る
予
定
で
す
。

　

ま
た
、
Ｃ
区
域
以
外
は
、
区
域
を

囲
っ
て
、
そ
の
区
域
の
内
部
に
新
た

な
開
発
を
集
約
し
ま
す
が
、
Ｃ
区
域

で
は
、
集
約
す
る
核
を
設
定
し
、
そ

の
内
部
ま
た
は
、
そ
の
周
辺
で
要
件

に
該
当
す
る
土
地
に
つ
い
て
、
開
発

を
許
容
し
て
行
く
こ
と
を
検
討
し
て

い
ま
す
。
そ
の
核
と
は
、
住
宅
系
用

途
で
は
「
集
落
基
本
区
域
」
で
あ
り
、

工
業
系
用
途
で
は
、「
産
業
集
積
区

域
」
と
な
り
ま
す
。

集
落
基
本
区
域
は
、
隣
同
士
が
互

い
に
連
続
し
合
う
宅
地
が
、
お
お
む

ね
10
戸
以
上
集
ま
っ
て
い
る
範
囲
と

し
ま
す
。（
図
1
破
線
内
）

　

連
続
し
合
う
宅
地
と
は
、
道
路
の

反
対
側
の
宅
地
や
道
路
を
隔
て
斜
向

か
い
の
住
宅
（
図
1
の
番
号
１
）
に

つ
い
て
も
集
落
基
本
区
域
に
入
れ
て

い
く
予
定
で
す
が
、
4
車
線
以
上
の

道
路
や
線
路
・
一
定
幅
以
上
の
河
川

な
ど
が
宅
地
間
を
分
断
す
る
場
合
は

連
続
性
が
な
い
も
の
と
し
、
集
落
基

本
区
域
に
入
れ
な
い
予
定
で
す
。（
図

1
の
番
号
2
、
3
）

●
開
発
が
で
き
る
要
件
と
は
？

●
開
発
が
で
き
る
要
件
と
は
？

集
落
基
本
区
域
の
内
部
と
周
辺
で
、

農
振
青
地
か
ら
除
外
さ
れ
て
お
り
、

次
の
2
つ
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、

開
発
を
許
容
す
る
予
定
で
す
。

（
要
件
1
）…

集
落
基
本
区
域
お
よ
び
道
路
に

敷
地
が
3
辺
以
上
接
し
、
そ
の
う
ち
2
辺

が
集
落
基
本
区
域
に
接
し
て
い
る
土
地

（
要
件
2
）
1
戸
あ
た
り
の
敷
地
面
積
が

３
０
０
平
方
㍍
以
上
あ
る
土
地

●
具
体
例
で
は

●
具
体
例
で
は

　

Ｃ
区
域
で
開
発
で
き
る
土
地
に
つ

い
て
、
図
2
に
当
て
は
め
な
が
ら
具

体
的
に
説
明
し
ま
す
。

【
開
発
で
き
る
土
地
】

　

ⓐⓐ
～
ⓔⓔ
の
土
地
は
、
３
０
０
平
方

㍍
以
上
の
土
地
と
し
、
次
の
よ
う
な

接
続
要
件
に
適
合
し
て
い
る
た
め
開

発
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

ⓐⓐ
…
土
地
の
右
側
と
上
が
集
落
基
本

区
域
に
接
し
、
下
の
道
路
に
接
し

て
い
る
。

ⓑⓑ
…
土
地
の
右
側
と
下
が
集
落
基
本

区
域
に
接
し
、
左
の
道
路
に
接
し

て
い
る
。

ⓒⓒ
…
土
地
の
左
側
と
上
が
集
落
基
本

区
域
に
接
し
、
右
の
道
路
に
接
し

て
い
る
。

ⓓⓓ
…
集
落
基
本
区
域
に
包
括
さ
れ
道

路
が
あ
る
。

ⓔⓔ
…
土
地
の
下
側
と
右
側
の
半
分
が

集
落
基
本
区
域
に
接
し
、
道
路
に

も
接
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
変
形
の
土
地
の
場
合
ど

の
く
ら
い
集
落
基
本
区
域
に
接
し
て
い
る
か

「
割
合
」
な
ど
で
判
断
す
る
基
準
に
つ
い
て

検
討
し
ま
す
。

【
開
発
が
で
き
な
い
土
地
】

農
振
青
地
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る

土
地
で
あ
っ
て
も
、
集
落
基
本
区
域

に
2
辺
接
続
し
て
い
な
い
場
合
、
ま
た

は
道
路
に
接
し
て
い
な
い
土
地
は
、
開

発
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

×
1
、
7
、
9
、
11
、
12
…
基
本
区

域
に
接
し
て
い
な
い
。

×
2
、
3
、
4
、
10
…
集
落
基
本
区

域
に
１
辺
し
か
接
し
て
い
な
い
。

×
5
、
6
、
8
…
道
路
が
な
い
こ
と

か
ら
開
発
が
で
き
な
い
。

●
農
家
住
宅
・
分
家
住
宅

●
農
家
住
宅
・
分
家
住
宅

　

農
家
・
分
家
住
宅
へ
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
Ｃ
区
域
の
集
落
基
本
区
域

に
よ
る
接
続
要
件
な
ど
の
ル
ー
ル
は

適
用
せ
ず
に
別
の
ル
ー
ル
を
定
め
る

予
定
で
す
。

Ｃ
区
域
内
で
、
旧
町
村
で
産
業
団

地
（
工
業
団
地
）
と
し
て
整
備
さ
れ

た
場
所
は
「
産
業
集
積
区
域
」
と
し
、

そ
の
内
部
や
周
辺
に
工
業
系
用
途
の

開
発
を
集
め
る
こ
と
を
予
定
し
て
い

ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
以
外
の
場
所
で
あ
っ

て
も
、
新
た
な
工
業
系
用
途
の
立
地

の
可
否
を
迅
速
に
検
討
で
き
る
し
く

み
を
作
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
な
お
、
Ａ
・‘
Ａ
・
Ｂ
区
域
の

縁
辺
部
に
立
地
す
る
既
存
の
工
場
・

事
業
所
な
ど
が
、
Ｃ
区
域
側
へ
連
続

し
て
拡
張
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
別

途
ル
ー
ル
を
定
め
る
予
定
で
す
。

※
産
業
（
工
業
）
団
地
＝
〇
青
木
花
見
・
島

新
田
産
業
団
地
（
穂
高
）
〇
明
科
工
業
団

地
（
明
科
）
〇
烏
川
工
業
団
地
（
堀
金
）

〇
三
田
工
業
団
地
（
堀
金
）
〇
あ
づ
み
野

産
業
団
地
（
豊
科
）

　

近
隣
住
民
が
主
に
利
用
す
る
小
規

模
な
店
舗
な
ど
は
、
立
地
を
可
能
と

す
る
店
舗
等
の
基
準
を
明
確
に
定

め
、
地
域
の
必
要
性
に
応
じ
て
、
適

正
な
審
査
の
も
と
に
開
発
を
可
能
と

す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

◇

※
次
号
（
6
月
24
日
発
行
号
）
は
、

地
区
懇
談
会
で
の
意
見
や
質
問
な
ど

を
掲
載
し
ま
す
。

現
在
、
市
が
検
討
し
て
い
る
土
地
利
用
制
度
は
、
市
内
を
６
つ
の
区
域
に
分
け
、
区
域
ご
と
に
用

途
・
立
地
の
ル
ー
ル
を
設
定
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
先
月
号
で
は
、
地
域
拠
点
区
域
（
Ａ
区

域
）、
既
存
用
途
地
域
（‘
Ａ
区
域
）、
集
落
居
住
区
域
（
Ｂ
区
域
）、
山
麓
保
養
区
域
（
Ｅ
区
域
）、

山
間
居
住
・
森
林
環
境
保
全
区
域
（
Ｆ
区
域
）
を
紹
介
し
ま
し
た
。
今
月
号
は
、
市
の
大
部
分
を

占
め
る
「
営
農
環
境
・
田
園
集
落
保
全
区
域
（
Ｃ
区
域
）」
を
説
明
し
ま
す
。

住
宅
系
の
核「
集
落
基
本
区
域
」

工
業
系
の
核「
産
業
集
積
区
域
」

商
業
系
用
途
は
？

集落基本区域の例（図 1）

※青色は農振青地

1筆の農振白地（300㎡以上）

→開発できる農振白地ⓐⓐ～ⓔⓔ

→開発できない農振白地×1～×12

※
農
振
青
地
…
農
業
振
興
地
域
農
用
地
区
域

　

農
振
白
地
…
農
業
振
興
地
域
農
用
地
区
域
外　


